
         
   

 

平
成
十
七
年
度
補
正
予
算
、
火
災
予
防
条 

例
な
ど
条
例
の
一
部
改
正
。 

市
長
な
ど
五
役
の
給
与
改
定
（
５
％
減
額 

措
置
）、
教
育
委
員
の
任
命
な
ど
人
事
案
件 

意
見
書
な
ど
審
議
。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

十
二
月
定
例
市
議
会
（
第
８
回
丹
波
市
議
会
）
は
、 

 
 
 

 
 
 
 
 

昨
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
十
二
月
二
十
一
日
ま
で
の 

二
十
二
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 

こ
の
定
例
議
会
で
は
、
平
成
十
七
年
度
一
般
会
計 

な
ど
各
会
計
の
補
正
予
算
、
火
災
予
防
条
例
な
ど
条

例
の
一
部
改
正
三
十
議
案
、
教
育
委
員
の
任
命
、
人
権
擁
護
委

員
の
推
薦
な
ど
同
意
三
件
、「
真
の
地
方
分
権
改
革
の
確
実
な
実

現
に
関
す
る
意
見
書
」
な
ど
意
見
書
二
件
に
つ
い
て
審
議
さ
れ

ま
し
た
。 

 
 

各
議
案
等
は
、
一
部
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
審
議
さ
れ
ま

し
た
が
十
一
月
三
十
日
と
十
二
月
十
六
日
、
二
十
一
日
の
本
会

議
に
お
い
て
採
決
さ
れ
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
日
本
共
産
党
議
員
団
は
、 

代
表
質
問
に
広
瀬
議
員
、
個
人
質
問 

に
西
本
議
員
が
立
ち
ま
し
た
。 

 丹
波
市
は
、
昨
年
七
月
に
「改
悪
」し
た
福
祉
医
療
費
助
成
制
度

の
乳
幼
児
（六
歳
ま
で
）
と
重
度
障
害
者
の
入
院
費
を
単
独
で
助

成
し
、
今
年
七
月
か
ら
無
料
化
に
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し

た
。 ま

た
、
お
出
か
け
サ
ポ
ー
ト
事
業
に
つ
い
て
も
、
七
十
歳
単
身
世

帯
、
高
齢
者
世
帯
で
自
動
車
な
し
世
帯
も
利
用
で
き
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。 

 

乳
幼
児
（
六
歳
ま
で
）
と
重
度
障
害
者
の 

入
院
費
無
料
化
・
・
・
七
月
実
施
へ 

 

こ
れ
は
、
十
二
月
議
会
の
一
般
質
問
に
お
い
て
、
辻
市
長
が
、
日
本

共
産
党
議
員
団
の
西
本
議
員
な
ど
の
質
問
に
答
え
る
か
た
ち
で
表
明
し

た
も
の
で
す
。 

昨
年
六
月
議
会
で
、
日
本
共
産
党
議
員
団
の
み
の
反
対
で
、
市
は
県

に
沿
う
か
た
ち
で
負
担
増
な
ど
制
度
の
改
悪
を
強
行
し
ま
し
た
が
、
そ

の
中
で
、
少
子
化
対
策
と
し
て
重
要
な
乳
幼
児
医
療
費
や
所
得
の
少
な

い
重
度
障
害
者
の
医
療
費
助
成
に
つ
い
て
日
本
共
産
党
議
員
団
な
ど
が
、

一
般
質
問
や
民
生
常
任
委
員
会
な
ど
で
、
市
独
自
の
助
成
を
行
い
、
改

善
す
る
よ
う
強
く
要
求
し
、
市
長
も
「
内
部
で
よ
く
検
討
し
た
い
」
と

答
弁
し
て
い
ま
し
た
。 

今
回
、
そ
の
結
果
を
受
け
「
市
と
し
て
、
少
子
化
対
策
の
一
環
と
し

て
子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
と
な
る
よ
う
就
学
前
六
歳
ま
で

の
乳
幼
児
の
入
院
に
か
か
る
費
用
負
担
に
つ
い
て 

助
成
し
た
い
」
ま
た
「
障
害
者
の
入
院
医
療
は 

多
額
の
費
用
負
担
に
な
り
、
生
計
に
影
響
す
る 

こ
と
か
ら
、
市
と
し
て
入
院
に
か
か
る
費
用
負 

担
を
市
が
助
成
す
る
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。
実 

施
は
今
年
七
月
の
予
定
で
す
。 

 

一
月
か
ら
「
お
出
か
け
サ
ポ
ー
ト
事
業
」

（
高
齢
者
）
の
利
用
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
ま

す
！ 

 

 

昨
年
九
月
議
会
の
一
般
質
問
で
、
日
本
共
産
党
の
広
瀬
健
一
議
員
は
、

「
お
出
か
け
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
（高
齢
者
）
の
対
象
者
の
基
準
が
厳
し
く
、

利
用
者
が
少
な
い
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
「利
用
し
た
い
が
で
き
な
い
」と

い
う
多
く
の
市
民
の
声
に
こ
た
え
、
基
準
な
ど
を
緩
和
し
利
用
し
や
す
い

も
の
に
す
る
よ
う
要
求
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
市
長
も
改
善
を
約
束
し

て
い
た
も
の
で
、
「1

月
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
要
件
に
加
え
、
七
十
歳
以
上

の
単
身
世
帯
か
高
齢
者
世
帯
で
自
動
車
を
有
し
な
い
世
帯
の
方
に
つ
い
て

も
利
用
対
象
者
の
範
囲
を
拡
大
す
る
」こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。 

こ
の
制
度
改
正
の
周
知
は
、
「
①
こ
れ
ま
で
の
不
採
択
者
へ
市
か
ら
直

接
案
内
す
る
。
②
民
生
委
員
さ
ん
に
も
説
明
し
、
希
望
者
の
申
請
促
進

と
内
容
確
認
。
③
市
広
報
で
も
知
ら
せ
る
。
」こ
と
に
し
て
い
ま
す
。 

 

市
島
の
５
歳
児
保
育
料
軽
減
措
置
に
・・・３
４
０
万
円 

市
島
地
域
で
幼
稚
園
の
な
い
前
山
・鴨
庄
地
区
に
お
い
て
、
保
育
所
に

入
っ
て
い
る
５
歳
児
に
対
し
保
育
料
を
幼
稚
園
並
み
に
軽 

減
す
る
た
め
に
、
今
回
、
３
４
０
万
円
が
補
正
予
算
に
計 

上
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
含
め
た
一
般
会
計
補
正
予
算
が
全
会 

一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
問
題
は
、
強
制
合
併
の
「事
務
事
業
の
一
元
化
」 

に
よ
る
矛
盾
が
表
面
化
し
た
も
の
で
、
地
域
の
実
情
を 

無
視
し
一
律
的
に
保
育
料
を
統
一
し
た
施
策
に
「軽
減
」 

を
要
求
す
る
１
６
０
０
名
の
請
願
が
出
さ
れ
ま
し
た
。 

昨
年
６
月
議
会
で
こ
の
請
願
が
、
採
択
さ
れ
た
こ
と
を 

受
け
、
当
局
の
対
応
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
時
、
市 

当
局
は
、
「市
島
地
域
内
の
幼
稚
園
に
通
園
す
る
こ
と
」を 

条
件
に
、
「一
年
限
り
の
措
置
」と
し
て
い
ま
し
た
が
、
地
元 

関
係
者
と
の
調
整
が
付
か
ず
、
議
会
の
民
生
・総
務
両
常 

任
委
員
会
で
、
日
本
共
産
党
の
広
瀬
憲
一
民
生
常
任
委
員 

１２月定例市議会報告 

迎 

春 
 
 

昨
年
中
の
あ
た
た
か
い
ご
支
援
と
ご
指
導
に
心
か 

ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
引
き
続
き
市
民
が
主
人
公 

の
福
祉
・
く
ら
し
優
先
の
市
政
を
め
ざ
し
て
頑
張
り 

ぬ
き
ま
す
。 

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

２
０
０
６
年 

 
 
 
 
 

日
本
共
産
党
丹
波
市
会
議
員
団 

西
本
嘉
宏 
広
瀬
憲
一 

 
 
 
 

日
本
共
産
党
兵
庫
県
常
任
委
員 

（
参
議
院
兵
庫
選
挙
区
予
定
候
補
）

堀
内
照
文 



長
・
西
本
嘉
宏
議
員
な
ど
多
く
の
議
員
が
、
「
請
願
の
趣
旨
を
尊
重
す

る
」
こ
と
を
強
く
主
張
。
結
局
、
市
側
も
方
針
転
換
し
、
今
回
の
補
正
予

算
に
な
っ
た
も
の
で
す
。 

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
市
と
教
育
委
員
会
は
、
「出
来
る
だ
け
早
い

時
期
に
地
域
の
状
況
を
反
映
し
た
幼
保
一
元
化
・一
体
化
を
進
め
て
い
き

た
い
」
と
し
、
今
後
の
５
歳
児
補
助
は
、
「
こ
う
し
た
状
況
を
見
な
が
ら
判

断
し
た
い
」と
し
て
い
ま
す
。 

 

 

ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
で
市
内
の
消
防
団
各
部
に 

団
員
用
「
防
塵
マ
ス
ク
」
を
配
備 

  

今
回
の
一
般
会
計
補
正
予
算
で
、
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
と
し
て
、
市
内
の
消

防
団
１
２
３
部
す
べ
て
に
、
団
員
用
の
防
護
マ
ス
ク
を
２
個
ず
つ
配
備
す

る
た
め
の
予
算
措
置
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
共
産
党
の
西
本 

嘉
宏
議
員
の
質
問
に
、
市
消
防
長
が
答
え
た
も
の
で
す
こ
の
措
置
は
、
昨

年
七
月
二
十
七
日
付
で
出
さ
れ
た
消
防
庁
課
長
「通
知
」（『火
災
現
場
等

に
お
い
て
ア
ス
ベ
ス
ト
粉
塵
の
吸
入
を
防
止
で
き
る
性
能
を
有
し
た
防
塵

マ
ス
ク
等
の
保
護
具
を
着
用
さ
せ
、
隊
員
等
が
ア
ス
ベ
ス
ト
粉
塵
の
吸
入

を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
』）に
よ
る
も
の
で
す
。 

 

組
織
・機
構
の
見
直
し
・・・ 

保
健
福
祉
部
を
『保
健
部
と
福
祉
部
』に
分
割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児
童
福
祉
課
を
「少
子
課
」に
名
称
変
更
な
ど 

 

現
在
保
健
福
祉
部
の
業
務
が
、
広
範
多
岐
に
わ
た
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
こ
と
か
ら
、
『保
健
部
』と
『福
祉
部
』に
分
割
し
、
効
率
的
な
事
務
処

理
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
二
〇
〇
六
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
ま

す
。 日

本
共
産
党
議
員
団
は
、
特
に
「
少
子
課
」
に
つ
い
て
、
「
単
に
児
童
福

祉
の
み
で
な
く
、
全
般
的
な
『少
子
化
対
策
』
を
本
格
実
施
す
る
た
め
に

は
市
政
全
体
を
見
渡
す
部
署
に
必
要
で
は
な
い
か
」な
ど
企
画
部
な
ど
へ

の
編
入
を
提
起
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
市
長
は
、
「少
子
課
に
、
全

体
的
な
機
能
を
持
た
せ
る
こ
と
に
し
、
新
た
な
要
員
を
別
途
配
置
す
る
」

こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。 

そ
の
ほ
か
、
今
日
的
な
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
四
月
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
に
次
の
よ
う
な
課
や
係
を
新
設
、
名
称
変
更
な
ど
行
い
ま
す
が
、
西

本
議
員
は
「商
業
観
光
課
」の
名
称
変
更
に
つ
い
て
は
、
地
元
の
「商
業
・観

光
」の
軽
視
に
な
ら
な
い
か
、
ま
た
、
「新
産
業
創
造
」の
新
名
称
は
「わ
か

り
に
く
い
」の
で
再
検
討
を
要
求
し
ま
し
た
。 

 

●
福
祉
部
＝
少
子
課
（児
童
福
祉
課
の
名
称
変
更
）  

●
産
業
経
済
部
＝
新
産
業
創
造
課
（商
業
観
光
課
の 

 
 

名
称
変
更
）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
建
設
部
＝
管
理
課
（新
設
）・都
市
住
宅
課
（統
合
） 

●
教
育
委
員
会
＝
教
育
施
設
課
（新
設
）  

 
 
 
 
 

●
企
画
部
＝
定
住
対
策
係
（新
設
）  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

柏
原
赤
十
字
病
院
が
経
営
困
難
、
閉
鎖
へ
？ 

 
 

丹
波
市
が
「
日
赤
」
を
指
定
管
理
者
に
、
「
市
民
病

院
」と
し
て
引
き
継
ぐ
計
画
案
を
提
示
。 

 

立
地
場
所
は
、
市
の
医
療
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
！ 

 

経
営
が
悪
化
し
、「
閉
鎖
、
撤
退
」
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
柏
原
赤
十
字

病
院
の
あ
り
方
に
つ
い
て
丹
波
市
当
局
は
、
定
例
会
中
の
十
二
月
九
日

の
議
員
全
員
協
議
会
で
、
基
本
的
な
考
え
方
と
基
本
的
な
枠
組
み
〔
案
〕

を
説
明
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
十
二
月
二
十
八
日
に
開
か
れ
た
第
２
回
目

の
「
丹
波
市
の
病
院
の
あ
り
方
検
討
協
議
会
」（
丹
波
市
２
名
・
日
赤
兵

庫
県
支
部
１
名
・
兵
庫
県
２
名
・
医
療
関
係
者
３
名
・
住
民
代
表
３
名

の
計
１
１
名
で
会
長
は
辻
市
長
。
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
県
立
柏
原
病

院
２
名
・
柏
原
赤
十
字
病
院
２
名
参
加
）
に
提
示
さ
れ
、
今
後
の
方
向

を
検
討
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
結
果
は
、
ま
だ
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い

ま
せ
ん
。 

●
丹
波
市
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
①
日
赤
の
撤
退
は
、
地
域
医
療

の
確
保
か
ら
も
重
大
な
問
題
、
②
そ
の
た
め
の
財
政
支
援
は
必
要
だ
が
、

直
接
的
な
支
援
は
適
当
で
な
い
、
③
将
来
に
市
の
リ
ス
ク
〔
負
担
〕
が

増
え
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
た
財
政
支
援
を
検
討
す
る
、
④
立
地
場
所

は
、「
新
市
建
設
計
画
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
市
全
体
の
医
療
バ

ラ
ン
ス
を
考
慮
す
る
中
で
検
討
す
る
な
ど
の
四
点
で
す
。 

●
基
本
的
な
枠
組
み
〔案
〕 

①
新
病
院
の
施
設
を
丹
波
市
が
建
設
す
る
。 

②
日
赤
を
指
定
管
理
者
と
し
て
運
営
す
る
。 

＊
国
県
補
助
金
や
交
付
税
措
置
を
活
用
し
、
市
が
病
院
施
設
を
整
備
。 

＊
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
り
日
赤
が
病
院
経
営
を
行
う
。 

＊
市
が
建
設
す
る
病
院
の
減
価
償
却
等
に
つ
い
て
、
日
赤
が
指
定
管

理
者
負
担
金
と
し
て
相
当
額
を
負
担
す
る
。 

＊
市
に
移
譲
す
る
ま
で
の
債
務
及
び
移
譲
後
に
発
生
し
た
債
務
は
、

日
赤
が
負
担
す
る
。 

＊
市
と
日
赤
と
の
間
に
、
３
０
年
間
の
基
本
協
定
を
締
結
す
る
。 

③
現
柏
原
赤
十
字
病
院
を
丹
波
市
に
移
譲
し
、
丹
波
市
立
病
院
を
開
設

す
る
。 

＊
先
に
市
が
病
院
を
建
設
し
、
完
成
後
に
日
赤
を
指
定
管
理
者
と
す

り
手
順
は
、
保
健
医
療
計
画
の
圏
域
内
基
準
病
床
数
と
の
整
合
が
取

れ
な
い
た
め
困
難
。 

＊
そ
の
た
め
、
市
が
日
赤
を
現
状
の
ま
ま
譲
り
受
け
、
い
っ
た
ん
市

立
院
を
開
設
し
、
そ
の
後
新
築
す
る
。 

 

日
本
共
産
党
議
員
団
は
、
こ
の
全
員
協
議
会
の
中
で
、
重
要
な
問
題

を
議
会
の
代
表
も
加
え
ず
に
進
め
て
き
た
市
の
対
応
を
批
判
。
ま
た
、

し
っ
か
り
し
た
経
営
を
保
障
す
る
た
め
、
医
師
や
看
護
師
な
ど
の
マ
ン

パ
ワ
ー
の
確
保
、「
基
本
協
定
」
に
日
赤
兵
庫
県
支
部
、
兵
庫
県
な
ど
に

も
一
定
の
責
任
を
持
た
せ
る
よ
う
明
記
す
る
こ
と
。「
指
定
管
理
者
負
担

金
」
は
、
赤
字
経
営
に
な
っ
た
場
合
ど
う
な
る
の
か
な
ど
指
摘
し
ま
し

た
。
辻
市
長
も
、「
よ
く
理
解
し
て
い
る
」
と
し
、「
あ
り
方
検
討
協
議

会
で
市
の
立
場
を
主
張
す
る
」
と
こ
た
え
ま
し
た
。 

 （代
表
質
問
や
一
般
質
問
等
は
、
次
号
で
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
） 


